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（趣旨）

第１条 知事は、適切な森林整備活動を通じて県土の保全及び水源のかん養等森

林の有する多面的機能を確保するため、市町村が行う森林整備地域活動支援交

付金の交付等に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する

ものとし、その交付に関しては、和歌山県補助金等交付規則（昭和 62 年和歌
山県規則第 28 号。以下 「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによ

る。

（対象事業）

第２条 交付金の交付の対象となる事業は、林業・木材産業循環成長対策交付金

実施要領（令和５年３月３０日付け４林政経第８９９号林野庁長官通知。以下

「実施要領」という。）により市町村が協定に基づき交付金を交付する事業及

び市町村が行う事業とする。

（交付の対象経費及び交付金の額）

第３条 森林整備地域活動支援交付金の交付対象となる経費は、市町村が実施要

領別表２のⅠの２の１の（２）の③のアの（ア）、イの（ア）、ウの（ア）及

びエの（ア）において定める交付額に要する経費並びに実施要領別表２のⅠの

２の１の(2)の④のアの（イ）のａ、ｂ及びｃに必要な経費とし、これらに対
する

交付金の額は、次のとおりとする。

交 付 対 象 経 費 交 付 額

１ 実施要領別表２のⅠの２の１の(2)の③のアの １０分の１０以内

（ア）、イの（ア）、ウの（ア）及びエの（ア）の交 の額

付額



２ 実施要領別表２のⅠの２の１の(2)の④のアの（イ） １の交付対象経費

のａ、ｂ及びｃに定める事務に要する経費 の額の１００分の

２以内の額

２ 交付対象経費の欄に掲げる１と２の経費の相互間の流用を行ってはならない

ものとする。

（実施計画書）

第４条 市町村長は、別記第１号様式による実施計画書を、知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 市町村長は、計画の内容を変更しようとする場合は、実施変更計画書を提出

しなければならない。

（交付申請の添付書類の様式等）

第５条 規則第４条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等

は、次のとおりとする。

書 類 様 式 提出部数

事業計画書 別記第２号様式 正副各１部

収支予算書 別記第３号様式

（交付条件）

第６条 規則第６条の規定により交付金の交付に付する条件は、次に掲げるとお

りとする。

（１）この交付金に係る法令、通知等に従わねばならないこと。

（２）次に掲げるいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事の承認

を受けること。

ア 交付金事業の内容の変更をしようとする場合

イ 交付金事業に要する経費の配分を変更（実施要領別表２のⅠの２の１

の（２）の④のアの（イ）のａ、ｂ及びｃに定める事務に要する経費の

相互間における３０％以下の増減を除く。）しようとする場合

ウ 交付金事業を中止し、又は廃止しようとする場合

（３）交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該交付金事業の遂行

が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受ける

こと。

（４）交付金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びに

これらの帳簿及び書類を交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５

年間保管しなければならないこと。

（５）第１号に規定する条件を満たせなくなった場合には、交付金の全部又は

一部を返還させることがあること。

（変更の承認）

第７条 前条第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合には、変更承

認申請書（別記第４号様式）を知事に提出しなければならない。

（実績報告書の添付書類の様式等）

第８条 規則第１３条に規定する実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次の

表のとおりとする。

書 類 様 式 提出部数 提出期限

事業実績書 別記第２号様式 正副各１部 別に定める。

収支精算書 別記第３号様式

（書類の経由）



第９条 規則又はこの要綱に基づき提出する書類は、事業実施市町村を管轄する

振興局を経由しなければならない。

附 則

この要綱は、平成１４年１０月８日から施行し、平成１４年度の交付金等から

適用する。

附 則

この要綱は、平成１６年 ４月２日から施行し、平成１６年度分の交付金から

適用する。

附 則

この要綱は、平成１９年５月３０日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地

域活動支援交付金事業交付金等交付要綱の規定は、平成１９年度の交付金から適

用する。

附 則

この要綱は、平成２１年５月１９日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地

域活動支援交付金事業交付金等交付要綱の規定は、平成２１年度の交付金から適

用する。

附 則

この要綱は、平成２１年８月１１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地

域活動支援交付金事業交付金等交付要綱の規定は、平成２１年度の交付金から適

用する。

附 則

この要綱は、平成２２年５月２５日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地

域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２２年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２３年５月１７日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地

域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２３年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２４年３月２７日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地

域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２４年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２５年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２６年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月９日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２７年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２８年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月３日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成２９年度の交付金から適用する。

附 則



この要綱は、平成３０年４月２日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成３０年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域

活動支援交付金交付要綱の規定は、平成３１年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域活

動支援交付金交付要綱の規定は、令和２年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域活

動支援交付金交付要綱の規定は、令和３年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域活

動支援交付金交付要綱の規定は、令和４年度の交付金から適用する。

附 則

この要綱は、令和 年 月 日から施行し、改正後の和歌山県森林整備地域活

動支援交付金交付要綱の規定は、令和５年度の交付金から適用する。



別記第１号様式（第４条関係）

年度 森林整備地域活動支援交付金実施（変更）計画書

番 号

年 月 日

和歌山県知事 様

市町村長 氏 名

このことについて、和歌山県森林整備地域活動支援交付金交付要綱第４条第１

項（第２項）の規定により別紙のとおり提出します。



別紙

　　　　　　　年度　森林整備地域活動支援交付金実施（変更）計画書（市町村名）

１　「森林経営計画作成促進」に係るもの

ア　経営委託

（ha） （円）

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

イ　共同計画等

（ha） （円）

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

ウ　間伐促進

（ha） （円）

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

２　「森林境界の明確化」に係るもの

ア　森林境界の測量を行った森林

うち、精度

向上加算

うち、リモ
セン加算

うち、不在

村加算

（ha） （ha） （ha） （ha） （ｍ） （円）

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

測量
延長

交付額
備考協定締結者

協定締結

（予定）年

月

森林の所在

地（大字及び

林班番号）
所有者名

積算基礎森林面積

森林経営

計画の変
更予定時

期

交付額
備考うち、不在村加算

（ha）

協定締結者
協定締結
（予定）年

月

森林の所在地

（大字及び林

班番号）
所有者名

積算基礎森林面積

森林経営

計画の策
定予定時

期

交付額
備考うち、不在村加算

（ha）

協定締結者
協定締結
（予定）年

月

森林の所在地

（大字及び林

班番号）
所有者名

積算基礎森林面積

交付額
備考うち、不在村加算

（ha）

協定締結者
協定締結

（予定）年

月

森林の所在地

（大字及び林

班番号）
所有者名

積算基礎森林面積 森林経営

計画の策

定予定時
期



イ　森林境界案の作成を行った森林

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

３　森林所有者の探索

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

４　「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に係るもの

ア　積算基礎森林（１）

　「森林経営計画作成促進」の協定を締結した森林

（円）

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

イ　積算基礎森林（２）

（円）

合計

注　「面積」は小数点以下第２位まで記入すること。

交付額
備考

（ha）

　「森林境界の明確化」の協定を締結した森林

協定締結者
協定締結

（予定）年

月

森林の所在

地（大字及び

林班番号）

積算基礎森林面積 対象行為の実施個
所

対象行為の具体的
内容

交付額
備考

（ha）

協定締結者
協定締結

（予定）年

月

森林の所在

地（大字及び

林班番号）

積算基礎森林面積 対象行為の実施個
所

対象行為の具体的
内容

備考

（ha） （円）

協定締結者
協定締結
（予定）年

月

森林の所在
地（大字及び

林班番号）

所有者名
積算基礎森林面積 交付額

（ha） （円）

協定締結者
協定締結
（予定）年

月

森林の所在
地（大字及び

林班番号）

所有者名
積算基礎森林面積 交付額

備考



別記第２号様式（第５条、第８条関係）

１．事業の目的

２．事業の内容

（１）積算基礎森林面積及び交付額

（単位：ｈａ、ｍ、円）

協定締結数 交付額（円） うち国費（円）

経営委託 実施面積

合意が得られた面積

成果を提供した面積

共同計画等 （　　　　） 実施面積

合意が得られた面積

成果を提供した面積

間伐促進 （　　　　） 実施面積

合意が得られた面積

成果を提供した面積

（　　　　） 実施面積

合意が得られた面積

計 成果を提供した面積

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　） 実施面積

（　　　　） 実施面積

（　　　　） 実施面積

（　　　　） 実施面積

（　　　　） 実施面積

（注） 1

2 　「積算基礎森林面積」は、小数点以下第２位まで記載する。
3

4

合計

 　「協定締結数」は、当該区分の協定締結数を記載する。なお、複数の区分を含む協定は、最上段
にある区分欄のみ裸書の数字を記載し、それ以外の区分欄では（）内に記載する。

　「森林経営計画作成促進」における「積算基礎森林面積」欄について、実施要領別表２のⅠの２の１
の（２）の③のアの（ア）のｂの（ａ）及び（ｂ）に規定する森林の面積の内訳を記載し、実施要領別表２の
Ⅰの２の１の（２）の③のアの（イ）のｂの表に定める交付単価の加算が適用される森林の面積を内書き
で記載する。
　「森林境界の明確化」の「積算基礎森林面積」欄について、実施要領別表２のⅠの２の１の（２）の③
のイの（イ）のｂ、ｃ及びｄの表に定める交付単価の加算が適用される森林の面積を内書きで記載す
る。

森林境界案
の作成

実施面積

森林所有者の探索

森林経営計
画作成・施
業集約化に
向けた条件
整備

森林経営計
画作成促進

森林境界の
明確化

計

うち不在村加算面積

うち不在村加算面積

森林境界の
明確化

森林境界の
測量

実施面積

うち精度向上加算面積

うちリモセン加算面積

うち不在村加算面積

事　業　計　画　（　実　績　）　書

区分 積算基礎森林面積（ha）

森林経営計
画作成促進

うち不在村加算面積

うち不在村加算面積



（２）森林整備地域活動支援交付金推進事務

交付事務

交付件数

件 件

件 件

件 件

回
件 件

月

３　経費の配分

市町村費 備考

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

４　事業完了（予定）年月日

年　　　月　　　日

５　添付書類

１　森林経営計画作成促進

２　森林境界の明確化

３　森林所有者の探索

４　森林経営計画作成・
　　森林境界の明確化に
　　向けた整備

合　　計

　第８条の事業実績書にあっては、実施要領別表２のⅠの２の１の（２）の⑤に定める交付対象者から市町村に提
出された報告書の写し及び別表２のⅠの２の１の（２）の⑦のアの（イ）のａの（ｃ）、（ｄ）、ｂの（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）の写し

「森林所有者の探索」に係るもの

「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた
条件整備」に係るもの

現地調査確認時期

区分 交付事務 確認事務
負　担　区　分

県交付金

市町村推進事務 確認事務

地域説明会開催数 書類審査件数

「森林経営計画作成促進」に係るもの

「森林境界の明確化」に係るもの



別記第３号様式（第５条、第８条関係）

１　収入の部

円 円 円 円

県交付金

市町村費

合　　計

円 円 円 円

収　支　予　算　（　精　算　）　書

減

比　較　増　減

比　較　増　減

増 減

合　　計

その他

本年度予算額

（本年度精算額）

前年度予算額

（本年年度予算額）

前年度予算額

（本年度予算額）

増

市町村推進事務費

確認事務

交付事務

本年度予算額

（本年度精算額）

区分

区分



別記第４号様式（第７条関係）

番 号

年 月 日

和歌山県知事 様

市町村長 氏 名

森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書

年 月 日付け林第 号で交付決定通知のあったこのことについて、下記のと

おり変更したいので、和歌山県森林整備地域活動支援交付金交付要綱第７条の規

定により、申請します。

記

１ 変更の理由

２ 変更の内容

（注）別記第２号様式及び別記第３号様式に準じ、当初計画と変更計画の内

容が明確に対比できるように作成すること。


